
㕥㮵医療⛉学大学健康⟶理センター医療廃棄物⟶理内つ  
 

㸦㊃旨㸧 

➨㸯条 このつ⛬は㸪㕥㮵医療⛉学大学廃棄物に㛵する⟶理つ⛬➨ 4条➨ 2㡯のつ定

に基づき㸪㕥㮵医療⛉学大学健康⟶理センター(以下「健康センター」という。)か

ら排出される感染性一⯡廃棄物及び感染性廃棄物(以下「医療廃棄物」という。)に

ついて㸪㐺正に⟶理及び処理するために必せな事㡯を定める。 

㸦定⩏㸧 

➨㸰条 このつ⛬において「感染性一⯡廃棄物」とは㸪⾑液➼の付着したガーゼ➼の

感染性病原体を含むおそれのある産業廃棄物をいう。 

㸰 このつ⛬において「感染性廃棄物」とは㸪使用済みの注射㔪➼感染性病原体を含

む又は含むおそれのある産業廃棄物をいう。 

㸦⟶理体制㸧 

➨㸱条 健康センター⟶理⪅(以下「⟶理⪅」という。)は㸪健康センターの医療廃棄 

物に㛵する事㡯を⟶理する。 

㸦処理ィ画➼㸧 

➨㸲条 ⟶理⪅は㸪健康センターから排出される医療廃棄物の✀㢮、発生㔞➼を把握

し、㐺正な処理ィ画を定めるものとする。 

㸦分別㸧 

➨㸳条 医療廃棄物は㸪他の廃棄物と分別して排出するものとする。 

㸦梱包㸧 

➨㸴条 医療廃棄物の梱包に用いる容器は㸪危㝤を㜵止するために堅牢な容器を使用

し㸪廃液➼が漏出しない密㛢容器を使用する。 

㸦⾲♧㸧 

➨㸵条 医療廃棄物を梱包した容器及びこれを収⣡する容器には㸪医療廃棄物である

旨を⾲♧するものとする。 

㸦保⟶㸧 

➨㸶条 医療廃棄物の保⟶は㸪一時保⟶とし、極力短期㛫とする。 

㸰 医療廃棄物の保⟶場所は㸪㛵係⪅以外の⪅が❧ち入らないように㓄慮し㸪他の廃

棄物と区別して保⟶する。 

㸱 医療廃棄物の処理は、処理業⪅に委クする。 

㸦㞧則㸧 

➨㸷条 このつ⛬に定めるもののほか㸪医療廃棄物の処理について必せな事㡯は㸪⟶

理⪅が別に定める。 

㝃 則 

このつ⛬は㸪平成 25年 9月 10日から施⾜する。 


